
仮払金は早めに精算を！ 

 仮払金とは、現金や預金などによる実際

の支払いを一時的に処理するために用いら

れる勘定科目です。未確定のものを一時的

に計上するための仮払金が長期間精算され

ない場合、給与や貸付金として認定される

可能性があることから処理については留意

が必要です。 

渡切交際費の給与認定 

 交際費として一定額の金銭を役員や従業

員に支給し精算を行わない渡切交際費の仮

払金は、その支給を受けた役員や従業員の

給与等に該当することとなり、源泉徴収の

対象となります。また、受け取り側である

役員や従業員にとっては、給与所得として

所得税や住民税の課税対象となるため、税

負担が増えることとなります。 

 支給対象者が役員の場合、渡切交際費が

毎月定額であればその金額も定期同額給与

の一部として取り扱われ、損金算入が可能

ですが、不定期に渡切交際費を出す場合に

は、臨時的な役員報酬として、事前確定届

出給与の届出を提出していない限り、損金

不算入となりますので注意しましょう。 

貸付金と判断される場合 

 長期間にわたり精算していない役員など

への仮払金は、実質的に貸付金と判定され、

受取利息相当額（認定利息）を計上するよ

う税務署から求められることがあります。 

 利息相当額の計算は、会社に金融機関等

からの借入金がある場合には実際の借入金

の利率とし、その他の場合には利子税の割

合の特例に規定する特例基準割合による利

率によって評価することとされています。 

金融機関からの融資にも影響が 

 社長などへの仮払金で常態化、長期化し

ているものがある場合、税務上問題となる

だけではなく、金融機関から融資を受ける

際にマイナスとなる可能性もあります。 

 社長や役員、その親族への仮払金は、会

社のお金を個人で使う公私混同とみなされ

たり、経費計上せずに資産計上することに

よる赤字隠しの手口と疑われたりして、評

価を下げる要因となります。 

 仮払金は、税務面・信用面を考慮して早

い時期に適正な勘定科目で処理することが

求められます。 

  

事務所コラム 
 

2019 年 9 月 24 日(火) 
〒133-0052 東京都江戸川区東小岩 6-21-3 

東京ＲＳ税理士法人       TEL 03-5612-1821 FAX 03-5612-1822 

Email reiko@ebihara-tax.jp 

仮払金を早めに精

算すれば損益の実

態も把握しやすく

なりますね！ 


